
　　第２４７回 埼玉県都市計画審議会

 　 　　　　議　案　概　要　一　覧　表 令和３年１２月１日（水)　

決定(許可)
権者 大臣 整備局 意見書

市町村 同意 調　整
通数/人数

県

さいたま市

県

三芳町

無無 －

川口都市計画、さいたま都市計画、上尾都市計画、蕨都市計画及び戸
田都市計画下水道の変更について

0/0

富士見都市計画区域における産業廃棄物処理施設の敷地の位置につい
て

　産業廃棄物処理施設の敷地の位置が、都市計画上支障が無いかを建
築基準法第５１条ただし書の規定に基づき、埼玉県都市計画審議会に
付議するものです。

○敷地に関する事項
　用途地域：指定なし（市街化調整区域）
　敷地の位置：埼玉県入間郡三芳町大字上富字緑
　　　　　　　１６００－１，１６００－３，１６００－１０，
　　　　　　　１６０１－１，１６０１－７
　敷地面積：９，７９２．４５㎡

○施設に関する事項
  産業廃棄物処理施設の増設
　　＜処理施設＞
　　　・破砕施設（新設）　　１基
　　　　　廃プラスチック類　　　処理能力　　４２．８ｔ/日
　　　　　木くず　　　　　　　　処理能力　　８９．８ｔ/日
　　　　　がれき類　　　　　　　処理能力　３０１．９ｔ/日
　　　・破砕施設（既設）　各１基
　　　　　廃プラスチック類　　　処理能力　　　３．７ｔ/日
　　　　　木くず　　　　　　　　処理能力　　　４．８ｔ/日
　　　　　がれき類　　　　　　　処理能力　３２０．０ｔ/日

議案番号
議　　　案　　　名

概　　　　要

　国道17号新大宮バイパスの拡幅に伴い、鴨川中継ポンプ場の区域の
一部を変更するものです。
　また、住居表示の変更に伴い、荒川北幹線、鴨川第一準幹線、鴨川
第三準幹線、南部第五準幹線の起終点位置の表記を変更するもので
す。

〇その他の施設
　鴨川中継ポンプ場敷地面積 約3,900㎡ を約3,870㎡ に変更

〇下水管渠　　　　　荒川北幹線（終点表記）を変更
　　　　　　　　　　鴨川第一準幹線（終点表記）を変更
　　　　　　　　　　鴨川第三準幹線（起点表記）を変更
　　　　　　　　　　南部第五準幹線（起終点表記）を変更

無無5250

5251


